
○甲賀市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱 

令和４年４月２８日 

教育委員会告示第７号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内の不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、不登校

児童生徒の通いの場を確保するため、不登校児童生徒の保護者等に対してフリー

スクールを利用するために要する費用の全部又は一部を予算の範囲内において補

助する甲賀市フリースクール利用児童生徒支援補助金（以下「補助金」という。）

の交付手続に関し、甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規則第３４号）、

甲賀市行政サービス制限条例（平成２２年甲賀市条例第１８号）及び甲賀市行政

サービス制限条例施行規則（平成２２年甲賀市規則第１６号）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 児童生徒 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１８条に規定する

学齢児童及び学齢生徒のうち、小学校又は中学校に在籍し、かつ、本市に住民

基本台帳上の住所を有し、居住実態がある者をいう。 

（２） 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機

会の確保等に関する法律（平成２８年法律第１０５号）第２条第３号に規定す

る不登校児童生徒をいう。 

（３） 保護者等 親権者、未成年後見人その他児童生徒と現に生計を一にし、

又はその監護を行い、かつ、本市に住民基本台帳上の住所を有し、居住実態が

ある者をいう。 

（４） フリースクール 第１３条の規定により教育長が認定した不登校児童生

徒を支援する施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、児童生

徒の保護者等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 補助金の認定申請の日前１年の期間内に概ね３０日以上、在籍する学校



（以下「在籍学校」という。）に登校していない児童生徒の保護者等であるこ

と。 

（２） フリースクールに、原則週１回以上通所する児童生徒の保護者等である

こと。ただし、体調不良、忌引その他教育長がやむを得ないと認めた場合は、

この限りでない。 

（３） フリースクールの利用について、在籍学校の学校長の確認があること。 

（４） フリースクールでの児童生徒の様子等について、フリースクールが在籍

学校に情報提供することを承諾すること。 

（５） 次条に規定する補助対象経費について本市以外の者から補助を受けてい

ないこと。 

（６） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税）の滞納がないこと。 

（７） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号の暴力団員でないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、児

童生徒がフリースクールを利用するに当たり保護者等が負担する授業料及び通所

に係る交通費とする。ただし、次に掲げる場合における経費は、補助対象経費か

ら除く。 

（１） フリースクールとして認定を受けた際の運営時間外に利用した場合 

（２） 在籍学校の開校日以外に利用した場合。ただし、在籍学校の開校日以外

に利用することについて教育長が特に必要と認める場合を除く。 

（３） 在籍学校の授業時間外に利用した場合 

（４） オンライン授業の場合 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額

とする。 

（１） 授業料 １月当たり、補助対象経費の２分の１（生活保護の受給者にあ

っては１０分の１０、就学援助の受給者にあっては４分の３）に相当する額（そ

の額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は４万円のいず

れか低い額 



（２） 通所に係る交通費 １月当たり、次に掲げる交通機関の区分に応じそれ

ぞれ次に定める額又は１万円のいずれか低い額 

ア 公共交通機関 自宅の最寄りの駅又はバス停からフリースクールの最寄り

駅又はバス停までの運賃の実費 

イ 自家用車 甲賀市職員の旅費に関する条例施行規則（平成１６年甲賀市規

則第１４０号）第９条第２項の規定により算定した額 

２ 前項の補助金は、１会計年度において第７条第１項の認定をした日（第９条に

おいて「認定日」という。）の属する月から当該年度の末月までの最大１２月分

とする。 

（対象者の認定申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、フリー

スクール利用児童生徒支援補助金対象者認定申請書（様式第１号）に市長が必要

と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（対象者の認定等） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審

査のうえ、補助対象者として認定するか否かを決定するものとする。この場合に

おいて、市長は、児童生徒の在籍学校の校長の意見を聴取することができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助対象者として認定するものと決定したときはフ

リースクール利用児童生徒支援補助金対象者認定決定通知書（様式第２号）によ

り、補助対象者として認定しないことと決定したときはフリースクール利用児童

生徒支援補助金対象者認定却下通知書（様式第３号）によりその旨を申請者に通

知しなければならない。 

（フリースクールへの情報提供） 

第８条 市長は、前条第１項の規定により補助対象者として認定するものと決定し

たときは、申請者の児童生徒が利用するフリースクールに対し、申請内容につい

て情報提供を行うものとする。 

（交付申請等） 

第９条 第７条第１項の規定により補助対象者として認定を受けた者（以下「補助

認定者」という。）は、月ごとの補助対象経費に係る補助金について認定日の属

する年度中に、フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書兼実績報告書



兼請求書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 当該月の補助対象経費の金額が確認できる書類 

（２） その他市長が必要と認める書類 

（交付決定及び額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請等を受けた場合においては、当該申請等

に係る補助対象経費が第４条の規定に適合するかどうかを調査し、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、フリースクール利用児童生徒支援

補助金交付決定兼額の確定通知書（様式第５号）により、補助認定者に通知する

とともに、補助金を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、補助認定者の申し出に応じ、補助金をフリ

ースクール運営事業者に直接支払うことができる。 

（交付決定の取消し等） 

第１１条 市長は、前条第１項に規定する交付決定及び額の確定を受けた者（以下

「補助決定者」という。）が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けよ

うとしたとき又は受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、フリース

クール利用児童生徒支援補助金交付決定取消通知書兼返還請求書（様式第６号）

により補助決定者に通知するものとし、既に補助金が交付されているときは、期

限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（施設認定申請） 

第１２条 フリースクールとして認定を受けようとする者（以下「施設認定申請者」

という。）は、フリースクール認定申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添

えて、教育長に提出しなければならない。 

（１） 施設の紹介パンフレット等当該施設の概要が分かるもの 

（２） 利用者との契約約款等契約条項が分かるもの 

（３） 施設の指導者又は相談員の名簿及びその職員が有する資格を証する書類

の写し 

（４） その他教育長が必要と認める書類 



（施設の認定） 

第１３条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る内容

を審査し、次に掲げる基準を満たすときは、認定を行い、フリースクール認定通

知書（様式第８号）により、施設認定申請者に通知するものとする。 

（１） 民間団体が経営していること。 

（２） 「甲賀市における不登校児童生徒が通う民間施設についてのガイドライ

ン」に則った支援が行われていること。 

（３） 学校の課業時間内に児童生徒の受け入れができること。 

（４） 教育長又は校長の要請により、必要な情報を提供するなど、市及び在籍

学校と連携することができること。 

（５） 不登校児童生徒が通う施設として１年以上の活動実績があること。 

（施設の認定取消し） 

第１４条 教育長は、フリースクールが前条各号の基準を満たさなくなったときは、

同条の認定を取り消すことができる。 

２ 教育長は、前項の規定により認定を取り消したときは、フリースクール認定取

消通知書（様式第９号）により施設認定申請者に通知するものとする。 

（その他） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

付 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、令和４年５月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

（準備行為） 

２ 第６条及び第１２条の規定による申請並びに第１３条の規定による認定は、こ

の告示の施行の日前においても行うことができる。 

付 則（令和６年教委告示第８号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

付 則（令和８年教委告示第７号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第７条関係） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第１０条関係） 

様式第６号（第１１条関係） 

様式第７号（第１２条関係） 

様式第８号（第１３条関係） 

様式第９号（第１４条関係） 

 


